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５月１９日に衆議院法務委員会において、「共謀罪」の成立要件を改めた「テロ等準備罪」を

新設する組織犯罪処罰法改正案の審議がされました。衆議院法務委員会では、議論の深まりや歩

み寄りのない議事に大勢の野党議員から怒号や憤りの声が飛ぶ中で、自民、公明両党や日本維新

の会は目安の３０時間に達するとして強行的に採決し、可決されました。 

 

 

 

 組織犯罪処罰法改正案のその本質は２７７もの犯罪を準備段階で処罰できる共謀罪であり、集

団で平和運動に参加し、行動した場合にその取り組みが組織犯罪と断定されてしまうと、呼び掛

けや計画に携わった者までも逮捕される可能性が含まれるという事です。 

 

 

５月２１日「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案に反対する集会が全国各地で

開かれ若者や市民団体によるデモ行進が行われました。 

 

 

 

 本部青年部は連日行われている「戦争させな

い・９条壊すな！総がかり行動実行委員会」主

催の国会前行動に参加し、物言えぬ社会をつく

らせない為に組織犯罪処罰改正案に反対し声を

あげました。 

「内心の自由」をも奪われてしまう世の中にさ

せていいのでしょうか!? 

 

 

 


